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教育委員会規則の改廃について

文化財保護条例施行規則（昭和51年宮城県教育委員会規則第５
号）の一部改正について、教育長に対する事務の委任等に関する規
則（昭和31年教育委員会規則第12号）第２条第１項第１号の規定に
より、令和８年２月３日付けで専決処分した。よって、同条第２項の規
定により報告する。

令和８年２月９日提出

宮城県教育委員会教育長 佐 藤 靖 彦

専決処分報告 （ ２ ）

文化財保護条例施行規則の一部改正の概要

１ 改正理由
文化財保護条例（昭和50年宮城県条例第49号）の一部が改正
され、令和８年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正
を行うもの。

２ 改正内容
（１）当該条例を引用している第４３条第１項の規定について、
引用条項の移動（条ズレ）を行うもの。

（２）所要の文言整理を行うもの。

３ 施行期日
令和８年４月１日
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宮城県教育委員会規則第３号 

文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 

文化財保護条例施行規則（昭和51年宮城県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 
（指定の通知及び指定書の交付） 
第28条 教育委員会は、条例第32条第１項の規定により指定したときは、
当該指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに
条例第34条第１項に規定する指定管理団体にその旨を通知するととも
に、指定書（様式第19号の２）を交付するものとする。 

 

 
（指定の通知及び指定書の交付） 
第28条 教育委員会は、条例第32条第１項の規定により指定したときは、
当該指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権限に基づく占有者並びに
条例第34条第１項に規定する指定管理団体にその旨を通知するととも
に、指定書（様式第19号の２）を交付するものとする。 

 
（史跡名勝天然記念物に係る準用） 
第33条 第３条（第３項を除く。）から第６条まで、第10条、第12条、第
13条及び第16条の２の規定は、指定史跡名勝天然記念物について準用す
る。この場合において、第３条、第４条及び第５条中「指定有形文化財」
とあるのは「指定史跡名勝天然記念物」と、第３条第１項中「条例第４
条第１項」とあるのは「条例第33条第１項」と、同条第２項中「条例第
４条第３項」とあるのは「条例第33条第３項」と、第12条及び第13条中
「修理」とあるのは「修復」と、第16条の２中「認定書」とあるのは「指
定書」と、「指定無形文化財」とあるのは「指定史跡名勝天然記念物」
と、同条の２第１項第２号中「条例第16条第１項」とあるのは「条例第
32条第１項」と、同条の２第１項第３号中「保持者又は保持団体名」と
あるのは「所有者、権原に基づく占有者又は管理団体名」と読み替える
ものとする。 

 

（史跡名勝天然記念物に係る準用） 
第33条 第３条（第３項を除く。）から第６条まで、第10条、第12条、第
13条及び第16条の２の規定は、指定史跡名勝天然記念物について準用す
る。この場合において、第３条、第４条及び第５条中「指定有形文化財」
とあるのは「指定史跡名勝天然記念物」と、第３条第１項中「条例第４
条第１項」とあるのは「条例第33条第１項」と、同条第２項中「条例第
４条第３項」とあるのは「条例第33条第３項」と、第12条及び第13条中
「修理」とあるのは「修復」と、第16条の２中「認定書」とあるのは「指
定書」と、「指定無形文化財」とあるのは「指定史跡名勝天然記念物」
と、同条の２第１項第２号中「条例第16条第１項」とあるのは「条例第
32条第１項」と、同条の２第１項第３号中「保持者又は保持団体名」と
あるのは「所有者、権限に基づく占有者又は管理団体名」と読み替える
ものとする。 

 
 （市町村が処理する事務の範囲） 
第43条 条例第52条の規定に基づき市町村が受理する申請等のうち教育
委員会規則に基づく申請等は、次のとおりとする。 
(1)～(17) ［略］ 

 
 
 
 
 

（市町村が処理する事務の範囲） 
第43条 条例第51条の規定に基づき市町村が受理する申請等のうち教育

委員会規則に基づく申請等は、次のとおりとする。 
(1)～(17) ［略］ 

 
 
 
 
 



様式第19号の２（第24条の２、第28条、第35条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第19号の２（第24条の２、第28条、第35条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


